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議案第７４号

福岡市介護保険条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

平成２７年２月２４日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　この条例案を提出したのは，介護保険法施行令の一部改正に鑑み，介護保険事業の健全な

運営を図るため，保険料率の改定及び保険料率段階の区分の変更を行う等の必要があるによ

る。

福岡市介護保険条例の一部を改正する条例

　福岡市介護保険条例（平成１２年福岡市条例第４４号）の一部を次のように改正する。

　第９条第１号中「２８,９５５円」を「３１,１６５円」に改め，同条第２号中「２８,９５５円」を「４５,０１６

円」に改め，同条第３号中「４８,２５８円」を「５１,９４２円」に改め，同条第４号中「６４,３４４円」を

「６２,３３０円」に改め，同条第１２号中「１６０,８６０円」を「１７３,１４０円」に改め，同号を同条第１３号

とし，同条第１１号中「１５４,４２６円」を「１６６,２１４円」に改め，同号を同条第１２号とし，同条第１０

号中「１４１,５５７円」を「１５２,３６３円」に改め，同号を同条第１１号とし，同条第９号中「１２８,６８８

円」を「１３８,５１２円」に改め，同号イ中「第１１号イ」を「第１２号イ」に改め，同号を同条第１０

号とし，同条第８号中「１１５,８１９円」を「１２４,６６１円」に改め，同号イ中「第１０号イ又は第１１号

イ」を「第１１号イ又は第１２号イ」に改め，同号を同条第９号とし，同条第７号中「１０２,９５０円」

を「１１０,８１０円」に改め，同号イ中「第９号イ，第１０号イ又は第１１号イ」を「第１０号イ，第１１

号イ又は第１２号イ」に改め，同号を同条第８号とし，同条第６号中「８３,６４７円」を「９０,０３３

円」に改め，同号イ中「，第８号イ」を削り，「又は第１１号イ」を「，第１１号イ又は第１２号

イ」に改め，同号を同条第７号とし，同条第５号中「７０,７７８円」を「７６,１８２円」に改め，同号

イ中「，第７号イ」を削り，「又は第１１号イ」を「，第１１号イ又は第１２号イ」に改め，同号を

同条第６号とし，同条第４号の次に次の１号を加える。

　⑸　令第３９条第１項第５号に掲げる者　６９,２５６円
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　第１１条第３項中「ハ」を「ニ」に，「若しくは第４号ロ」を「，第４号ロ若しくは第５号

ロ」に，「第９条第５号イ，第６号イ」を「第９条第６号イ」に，「若しくは第１１号イ」を「，

第１１号イ若しくは第１２号イ」に，「第４号まで」を「第５号まで」に，「第９条第５号から第

１１号まで」を「第９条第６号から第１２号まで」に改める。

　附則に次の１条を加える。

　（介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置）

第１０条　法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については，介

護予防及び生活支援の体制の整備の必要性等に鑑み，その円滑な実施を図るため，平成２７

年４月１日から平成２９年３月３１日までの間は行わず，同年４月１日から行うものとする。

２　法第１１５条の４５第２項第５号に掲げる事業については，その事業の実施に必要な準備の

ため，平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの間は行わず，同年４月１日から行う

ものとする。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

　（適用区分）

２　この条例による改正後の福岡市介護保険条例第９条及び第１１条の規定は，平成２７年度分

の保険料から適用し，平成２６年度分までの保険料については，なお従前の例による。


